
明渡し 

おやま暮らしお試しの家借受の流れ 
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※明け渡しの際の現地確認時に、電気・ガス・水道のメーターの確認を行いま

す。過度な使用量によっては追加の徴収がございますので、ご了承ください。 

 

※お試しの家の借受期間中に建物や家電等を損傷させたり、鍵を紛失したりし

た場合｢おやま暮らしお試しの家損傷等届(別記様式第 5 号)｣を提出していただ

き、損害分の弁償をしていただきます。 

｢おやま暮らしお試しの家貸付承諾書(様式第 2 号)｣受領後、窓口にて｢おやま暮

らしお試しの家定期賃貸借契約書｣による契約を締結し、その場で賃借料等を

納入してください。（印鑑をご持参ください。) 

小山市田園環境都市推進課（０２８５－２２－９３７６）に問い合わせの上、

予約状況を確認します。 

窓口もしくは郵送にて｢おやま暮らしお試しの家定期賃貸借契約事前説明書｣、

｢おやま暮らしお試しの家借受申請書(様式第 1 号)｣、｢本人確認書類等｣を提出

します。(照会に時間がかかるため 6～2 ヶ月前に提出してください) 

借受開始日、市役所の開庁時間中に現地にて職員から設備等の説明および物件

状況の確認をした後、鍵の受け渡しを行います。 

市役所の開庁時間中に現地にて設備等の状況を確認後、鍵の返却をしていただ

きます。 


